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司法院釈字第 577 号（2004 年 5 月 7 日）＊ 

争      点 
煙害防制法（煙害防止規制法）が業者にニコチン等含有量の表示を

義務付けるのは違憲か。（訳注：「煙」はたばこ） 
（菸害防治法命業者標示尼古丁等含量違憲?） 

キーワード 

言論の自由（言論自由）、国民の健康（國民健康）、財産権（財産

權） 

 
解釈文：憲法第十一条は国民

の積極的な意見表明の自由と消極

的な意見不表明の自由を保障して

おり、その範囲は主観的意見の表

明及び客観的事実の陳述に及ぶも

のとなっている。一方、商品にお

ける表示については、商品に係る

客観的情報を提供する方法である

ことから、言論の自由が保障され

るべきではあるが、重大な公益上

の目的のために必要な場合は、法

律により合理的で適切な制限をす

ることができると言うべきであ

る。 

     国は国民の健康を向上させる

ため、広く衛生保健事業を推進

し、医療・保健等社会の福利厚生

にかかわる任務を重視しなければ

ならない。煙害防制法第八条第一

項は、「製品たばこに含まれるニ

コチン及びタールの含有量は、中

国語により製品たばこ容器に表示

しなければならない」と規定し、

また、同法第二一条は違反者に対

し過料による罰則を定め、特定の

商品情報についてのたばこ業者の

不表示の自由を制限しているが、

これは、消費者に商品の必要情報
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を提供して国民の健康等を維持・

保護するなど、重大な公共利益の

ためであって、必要な程度を超え

てはおらず、憲法第十一条におけ

る国民の言論の自由の保障と第二

三条における比例原則のいずれに

も反するものではない。また、製

品たばこの容器に一定の表示を義

務付けることがたばこ業者の財産

権に対する制限になるとしても、

当該表示は、国民の健康に深くか

かわるものであって、製品たばこ

に係る財産権に課される社会への

義務なのである。そしてその制限

も軽微なものであって、社会に対

する義務として受忍すべき範囲を

超えてはおらず、憲法が国民の財

産権を保障する規定に反するもの

ではない。また、上記規定上、製

品たばこに係る表示義務と責任

は、その時間的適用範囲として同

法公布施行後の製品たばこに係る

表示に限られているのであって、

法律の遡及的適用がなされている

わけではなく、法律の遡及的適用

により国民の財産権が侵害されて

いるとは言い難い。さらに、煙害

防制法第八条第一項の規定を同法

第二一条と併せて観察すると、そ

 の規制対象、規制を受ける行為及

び法的効果において、規範内容が

不明確だとして法治国家における

法の明確性の原則に反していると

も言い難い。なお、各種食品、製

品たばこ、酒類等商品の有する人

体の健康への影響はそれぞれ異な

るものであるため、比較の基準を

考えるのは至難であって、立法者

は相異なる事柄の処理においてそ

の優先順位につき選択する権限を

有するのであるから、関連する法

律において異なる定めがあるとし

ても、平等原則に反するとは言え

ない。 
 
    解釈理由書：憲法第十一条は

国民の積極的な意見表明の自由と

消極的な意見不表明の自由を保障

しており、その範囲は主観的意見

の表明及び客観的事実の陳述に及

ぶものとなっている。そして商品

の表示は、商品に係る客観的情報

を提供する方法として、商業に関

する言明の一種に属し、消費者に

よる経済活動上の合理的な選択に

資するものである。このため、商

品の表示が適法な取引活動を促進

するものであって、その内容にお
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いて虚偽不実または誤認をまねく

作用がなければ、その情報提供、

意見形成ないし自己実現の機能

は、他の事柄の分野における言論

と異なるところがなく、憲法第十

一条における言論の自由の保障さ

れる範囲に含まれるものと言うべ

きであり、夙に本院釈字第四一四

号判決において是認されたところ

である。もっとも、国は、消費者

による真実かつ完全な情報の獲得

を保障し、商品表示の内容による

誤認を防ぎ、または他の重大な公

益を保護するために、法律におい

て、当該目的の達成と実質的関連

を有する手段を採って、商品と関

連性のある重要な商品情報を業者

が提供すべきことを明確に定める

ことができると言うべきである。

 
    行政法規においては、多くの

場合、行為の要件と法的効果がそ

れぞれ定められているのである

が、これらを併せて観察しながら

その規制対象、適用範囲及び法的

効果を確定する必要がある。煙害

防制法第八条第一項には、行為の

要件に関する規定が置かれ、そし

て行為主体と違反の効果は同法第

 二一条に定められている。この両

者を併せて観察すれば、その規制

対象者は製品たばこの製造業者、

輸入者及び販売者であって、製品

たばこ容器に中国語によりニコチ

ン及びタールの含有量を表示する

作為義務を負い、違反の場合には

主管庁の裁量により、製造者、輸

入者または販売者のいずれかを台

湾元十万元以上三十万元以下の過

料に処し、かつ製造者、輸入者ま

たは販売者に対し定められた期限

内に回収ないし改善するよう通告

し、かかる期限を遵守しなかった

者については、その製造または輸

入につき六ヶ月ないし一年の業務

停止を命じることができ、そのう

え違反製品は没収・破壊するとい

う規定になっている。このよう

に、規制対象者、規制される行為

及び法的効果はともに明確なもの

となっており、何ら法治国家にお

ける法の明確性の原則に反しない

と言うべきである。 
 
    国は国民の健康を向上させる

ため、広く衛生保健事業を推進

し、医療・保健等社会の福利厚生

にかかわる任務を重視すべきこと
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は、憲法第一五七条及び憲法修正

条項第一〇条第八項の定めから明

ら か で あ る 。 中 華 民 国 八 六

（1997）年三月一九日公布、同年

九月一九日施行の煙害防制法第八

条第一項は、「製品たばこに含ま

れるニコチン及びタールの含有量

は、中国語により製品たばこ容器

に表示しなければならない」と規

定し、同法第二一条は、「第七条

第一項、第八条第一項または第七

条第二項に定める方法に違反した

場合は、台湾元十万元以上三十万

元以下の過料に処し、かつ製造

者、輸入者または販売者に対し、

期限を定めて回収ないし改善する

よう通告する。この期限を遵守し

なかった者については、その製造

または輸入につき六ヶ月ないし一

年の業務停止を命じる。違反製品

は没収・破壊する」と定める。こ

れは、国が製品たばこ業者に対し

商品表示において重要な客観的事

実に関する情報を提供するよう義

務付け、特定の商品情報について

の製品たばこ業者の不表示の自由

を制限するものである。しかしな

がら、かかる表示義務は、製品た

ばこに対する消費者の正確な認識

 に資するものであり、製品たばこ

中の特定成分含有量の多寡を告知

することにより、消費者に喫煙行

為のもたらしうる危害を認識かつ

警戒させ、その慎重なる判断を促

し、購入決定の参考にならしめる

ことができ、明らかに国民の健康

の維持・保護という目的の達成に

資するものである。製品たばこ業

者の表示義務に比べ、各機関・学

校にたばこの弊害に関する防止・

規制教育を行わせるといった方法

は、固より介入の比較的低度な手

段と言えるが、目的達成の側面に

おいては、同等な有効手段とは言

えないのであるから、表示義務の

設定は必要性の原則に反するもの

ではない。また、消費者に商品の

必要情報を提供して国民の健康を

維持・保護するという重大な公共

利益に鑑みれば、製品たばこ業者

に表示を義務付けることは、製品

たばこ業者に対し、個人情報の提

供や特定の思想の支持表明を強制

するものでも、営業秘密の提供を

要求するものでもなく、容易に知

り得る商品成分にかかる客観的情

報の提供を求めるのみであって、

過当ではないと言うべきである。
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また、製品たばこへの依存可能性

が人体の健康にもたらしうる危害

の程度に鑑み、製品たばこ業者に

よる表示義務の厳格な遵守を促す

ため、同法第二一条においては、

違反者に対し期限を定めて改善を

求めることを経ずに直ちに相当金

額の過料処分を行えるようになっ

ており、製造または輸入の停止を

直接命じる手段に比べて、製品た

ばこ業者による表示義務の履行を

促す有効かつ緩やかな手段と言え

る。そして、製品たばこに関係す

る業者の中で、製造、輸入ないし

販売者に製品たばこの表示義務を

課すことは、たばこによる弊害を

防止ないし規制するという目的の

達成上、合理的で必要・適切な手

段と言えるのである。従って、上

記煙害防制法の規定は、製品たば

こ業者の不表示の自由を制限する

ものではあるが、その目的は国民

の健康を維持・保護し、かつ消費

者に必要な商業情報を提供するな

ど、重大な公共利益を図ることに

あるのであり、その手段と目的と

の実質的関連は、法治国家におけ

る比例原則の要請に合致してお

り、公共利益の保護に必要な程度

 を超えてはおらず、憲法第一一条

と第二三条のいずれにも違反する

ものではない。 
 
    製品たばこ容器における上記

一定の表示を義務付けるのが製品

たばこ業者の財産権に対する制限

になるとしても、当該表示は、国

民の健康に深くかかわるものであ

り、かつ商品内容にかかる必要情

報を提供するものとして、商業に

おける信義誠実の原則と透明性の

原則に合致するのであるから、製

品たばこにかかる財産権に課され

る社会への義務と言えるのであ

る。そしてその制限も軽微なもの

であって、社会に対する義務とし

て受忍すべき範囲を超えてはおら

ず、憲法が国民の財産権を保障す

る規定に反するものではない。ま

た、新たに発効した法規は、法規

発効前に「既に発生した事件」に

対しては原則として適用してはな

らない。これは法適用における不

遡及の原則というものであるが、

ここにいう「事件」とは、特定の

法規における構成要件に該当する

すべての法的事実をいい、「発

生」とは、すべての法的事実が現



中華民国（台湾）司法院大法官解釈集－人権編－ 346

実の生活において完全に具現する

ことをいう。煙害防制法第八条第

一項及び第二一条に定める製品た

ばこにおける表示義務と責任は、

同法公布施行後の製品たばこ表示

にかかる事件にのみ適用されるも

のであって、製品たばこ業者は同

法施行前にも表示義務があるとは

定めておらず、法の遡及的適用は

ないのであるから、法の遡及的適

用により国民の財産権が侵害され

たとは言い難い。一方、立法者

は、新たに制定する法規における

構成要件の諸種特徴に関係する過

去の単一の事実、例えば製品たば

こ表示にかかる規制の対象物とな

る製品たばこの製造時点、輸入時

点または流通経路投入時点との関

係で、特別の保護を与える必要が

あると認めたときは、公益にも配

慮するという前提の下、明文の経

過条項により新法の適用を除外し

または猶予すべきと言える。もし

同法施行前に既に流通経路に投入

された未販売の製品たばこについ

ても同法施行時に法定の表示義務

の履行完了を要求することになれ

ば、製品たばこ業者に対し予期で

きぬ財産権の損害を与えかねない

 。国民の信頼利益を保障するた

め、立法者はそのような製品たば

こにつき経過条項を定める義務が

あると言うべきである。八六

（1997）年三月一九日公布の煙害

防制法第三十条は「本法は公布し

て六ヶ月後に施行する」としてお

り、製品たばこ業者は、同法の発

効時までに流通経路に投入された

製品たばこにつき、法定の表示義

務に関し早速準備をすることがで

きるのであるから、法の変更によ

り直ちに不利益を蒙るに至ること

はなく、六ヶ月という期限も、国

民の健康を維持・保護するという

立法の目的を実現し難くするよう

なものではない。同経過期間の規

定は、法治国家における信頼保護

原則の要請に合致するものと言う

べきである。なお、各種食品、製

品たばこ、酒類等商品の有する人

体健康への影響はそれぞれ異なる

ものであり、比較をする基礎を考

えるのは至難であって、立法者は

相異なる事柄の処理においてその

優先順位につき選択する権限を有

するのであるから、関連する法律

において異なる定めがあるとして

も、憲法第七条に定める平等原則
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に反するとは言えない。 
 

本解釈は、許玉秀大法官、余

雪明大法官によるそれぞれの補充

意見書がある。 
 

  

 
 
 
 
 
 


